
１９ 関東地方非常通信協議会会則【危機管理本部】 

（目的） 

第１条 この会則は、非常通信規約第３条により構成する非常通信協議会のうち、関東地方非常

通信協議会（以下、「協議会」という。）の円滑な運営を期するための事項を定めることを目

的とする。 

（事業） 

第２条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）非常通信の運用計画の策定 

（２）非常通信の訓練 

（３）非常通信に関する周知指導 

（４）非常通信の取扱い要請 

（５）その他、協議会の目的達成に必要な事項 

（構成） 

第３条 協議会は、次のものをもって構成する。 

（１）無線局の免許人である機関又は団体 

（２）防災関係機関 

（３）有線電気通信設備の設置者又は設置者の団体 

（４）その他、非常通信の運用に密接な関係を有する機関又は団体 

２ 協議会への加入は、別表に定める様式により行い、会長が決定する。 

（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

会長      １ 名 

副会長     ２ 名 

委 員 

幹 事 

常任幹事    若干名 

要請会議議長  １ 名 

要請会議議員  若干名 

２ 会長は、関東総合通信局長たる者とする。 

３ 副会長は、総会において、委員の中から互選により選出する。 

４ 委員及び幹事は、各構成員が指名した者とする。 

５ 常任幹事は、総会において幹事の中から選出する。 

６ 要請会議議長（以下、「議長」という。）は、委員の中から会長が指名し、要請会議議員（以

下、「議員」という。）は、委員の中から議長が指名する。 

（役員の任期） 

第５条 役員の任期は１年とする。 

２ 任期の途中において異動があった場合の新任者の任期は前任者の残存期間とする。 

（役員の任務） 

第６条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、また、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（３）委員は、総会の構成員として、第８条第２項に定める事項を行う。 

（４）幹事は、幹事会の構成員として、第９条第２項に定める事項を行う。 

（５）常任幹事は、常任幹事会の構成員として、第１０条第２項に定める事項を行う。 



（６）議長及び議員は、要請会議の構成員として、第１２条各号に定める事項を行う。 

（会議） 

第７条 会議は、総会、幹事会及び常任幹事会とする。 

２ 会議は、会長が召集する。 

３ 会議は、過半数の出席をもって成立する。 

（総会） 

第８条 総会は、委員をもって構成し、毎年１回定期に開催する。 

ただし、必要に応じ、臨時総会を開催することができる。 

２ 総会においては、次の事項を審議するものとする。 

（１）非常通信の運用計画及び実施に関すること。 

（２）非常通信の訓練計画及び実施に関すること。 

（３）非常通信に関する調査及び研究 

（４）その他、協議会の運営に必要な事項 

（幹事会） 

第９条 幹事会は、幹事をもって構成し、必要に応じ、開催する。 

２ 幹事会においては、総会の決定に基づき、必要な事項を審議するものとする。 

３ 会長が軽易と認める事項の協議については、幹事会をもって総会にかえることができるもの

とする。 

（常任幹事会） 

第１０条 常任幹事会は、常任幹事をもって構成し、毎年１回定期に開催する。 

ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。 

２ 常任幹事会においては、総会に付議する事項、その他会長が常任幹事会において協議するこ

とを適当と認めた事項を審議するものとする。 

（要請会議） 

第１１条 協議会に非常通信規約第５条の２第１項に定める要請会議を設け、議長及び議員をも

って構成する。 

第１２条 議長及び議員は、次の任務を行うものとする。 

（１）議長は、要請会議を代表し、会務を総括する。 

（２）議長は、非常通信の取扱い要請を行う。 

（３）議員は、非常通信の取扱い要請に関する協議を行う。 

第１３条 要請会議においては、非常通信の取扱い要請を行う時期及び機関等について協議する。 

ただし、協議する時間的余裕がない場合は、会長自ら要請を行うことができる。 

第１４条 議長は、要請会議の運営上必要があると認められるときは、関係者の出席を求 

め意見を徴することができる。 

（事務局） 

第１５条 協議会は、事務局を関東総合通信局内に置く。 

２ 事務局に、事務局長及び事務局員若干名を置く。 

３ 事務局長は、関東総合通信局無線通信部陸上第二課長たる者とする。 

４ 事務局員は、会長が委嘱するものとする。 

（表彰） 

第１６条 非常通信の実施及び協議会の運営に関して功績のあったものは、表彰するものとする。 

（会則の改廃） 

第１７条 この会則の改廃並びにこの会則の実施に必要な細則の制定及び改廃は、総会でこれを

行う。 

附 則（昭和４５年３月第１９回総会） 



１ この会則は、昭和４５年４月１日から実施する。 

２ 昭和２９年８月１３日から実施の関東地方非常無線通信協議会会則は廃止する。 

（中略） 

附 則（平成３０年６月第６７回総会） 

この会則は、平成３０年６月７日から実施する。 

（会則第２条関係）　関東地方非常通信ルート図【川崎市】 　総務局危機管理室　　　TEL 044-200-2856　FAX 044-200-3972

①通常通信確保されているルート

音声 音声 ＦＡＸ 音声
第１経路 ＦＡＸ ＦＡＸ

県防ルート （非電）

音声 音声 ＦＡＸ 音声

第２経路 ＦＡＸ ＦＡＸ
地星ルート （非電）

②非常通信ルート 音声 音声 ＦＡＸ
*22857 197

第１経路    市防 音声 県防
警察ルート

警察 音声 ＦＡＸ

使送 警察（内線）

音声 音声 ＦＡＸ

*22857 205
第２経路   市防 音声 ＦＡＸ 県防

電力ルート 
電力

使送 使送

参考
　①神奈川県　 ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　045－210－3441 ＦＡＸ 045－210－8829
　②神奈川県警察本部 ＴＥＬ 045－211－1212 ＦＡＸ 045－212－0796

　③川崎警察署 ＴＥＬ 044－222－0110
　④東京電力（株）神奈川支店 ＴＥＬ 045－394－1066

　⑤東京電力（株）川崎支社 ＴＥＬ 044－576－2010
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